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研究成果の概要（和文）：　20世紀が富の生産と分配に社会的問題が集中した時代であったとするならば、21世紀は、
リスクからの回避の仕組みがいかに地域や社会階層に配置されるかが問題となる社会だといえる。NIMBY（Not-In-My-B
ackyard）という態度や考え方は、環境リスクの社会的受容にかかわる意思決定の阻害要因であるとされてきたが、本
研究では、問題に向き合わざるを得なくなった地域社会の現実に焦点をあてる。出来事に対処する地域の巧みな戦術と
直面する困難について論じながら、公益性（全体社会）と私権（個別社会）との折り合いのつけ方や負担のあり方につ
いて、接合知の可能性という観点から共存の再構築をめぐって検討した。

研究成果の概要（英文）：　While the production and distribution of wealth were key social issues during 
the 20th century, the society of the 21st century will be facing the issue of how risk-averting systems 
should be placed within a region and social hierarchy.
 In this study, NIMBY thinking has been observed as a deterrent to decision making related to the social 
acceptance of environmental risks. This study will instead focus on the realities of regional societies 
that have been forced to confront these issues. On the basis of a discussion conducted on the ingenious 
local strategies in order to deal with occurring events and the difficulties faced in doing so, this 
study aims to discover clues for solving problems regarding the “reconstruction of coexistence” between 
the distribution of environmental risk within the society as a whole and the reconstruction of the safety 
of regional societies.
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１．研究開始当初の背景 
20 世紀が富の生産と分配に社会的問題の

集中した時代であったとするなら、21 世紀は、
リスクからの回避の仕組みがいかに地域や
社会階層に配置されるかが問題となる社会
であろう。原子力発電所、基地、廃棄物処分
場の立地など、社会的必要性は認めつつも、
当事者にとって迷惑と感じられる公共財に
起因する環境紛争の深刻化は、この問題のも
っとも典型的な現れの一つだといえる。とく
に、災害型環境リスクによる環境破壊の実態
が顕在化するなかで、災害廃棄物の広域処理
をめぐって、震災（原子力災害を含む）から
の復旧、復興という「公共の正義」に対しリ
スクの配分にかかわって争点化されるＮＩ
ＭＢＹ（注）という課題への対処が、研究主
題として、喫緊の政策課題として問われてい
る。 
日本の環境社会学の研究領域では、参加型

民主主義の重要性が、おもにコミュニケーシ
ョン的合理性論を基軸に議論され、場の公開
性や運営の民主性、討論の対象となるデータ
の科学性をいかに保証するかが問われてき
た。その一方で、こうした議論が前提として
きた西欧型の市民社会はあらゆる社会にお
いて整合的ではないし、個人をどのように捉
えるのか、またコミュニティの意味づけも社
会によって大きな変異を想定せざるをえな
いといった疑問や批判がある。しかし、人間
の社会文化的生活に固有なコミュニケーシ
ョン的行為に際し了解を可能とするコンテ
クストを形成しようとするなかで、日常実践
のなかに近代の合理性概念の資源を再発見
し、そのものの組み替えをはかる立場は、問
題解決が要請される環境紛争の現場である
からこそ重視されてきた。 
このとき、ＮＩＭＢＹという態度や考え方

は、環境リスクの社会的受容にかかわる意思
決定の阻害要因であるとされてきたが、本研
究では、問題に向き合わざるを得なくなった
地域社会の現実に焦点をあて、それが「迷惑」
であると感じとられ、認識される領域を画し
ているような関係性に着目する。そのうえで、
出来事に対処する地域の巧みな戦術と直面
する困難について論じながら、公益性と私権
との関係とその折り合いのつけ方、また負担
のあり方について、世代間の視点からいかに
考慮すべきなのかを検討する。共同体に埋め
込まれた経験や知恵を再評価するだけでな
く、それがもつインターフェイス機能を通文
化的に捉えなおすことで、環境リスクの配分
と社会安全（無事であること）との「共生の
再構築」をめぐる問題に迫るとともに、過剰
な効率性により失われた地域の自立性を回
復させるような固有の地域社会、あるいは個
人と全体社会との相互承認のあり方を提示
する必要がある。 
 
（注） ＮＩＭＢＹは、Not-In-My-Backyard
（社会的必要性は理解するが、自分の裏庭に

はあって欲しくない）の略。ニンビィ。 
 
２．研究の目的 
ある特定の地域で環境リスクの受容にか

かわる意思決定を社会的に図ろうとすると
き、それはどのようなかたちで正当化／正統
化されるのだろうか。そこでは、誰が意思決
定の枠組みや原案をつくるのが望ましいと
考えられ、地域社会の合意としてレジティマ
シーを獲得するためにはどのようなプロセ
スを経る必要があるのかが問われることに
なるだろう。そしてまた、導かれた結果に対
する正当性はいかに保証されるべきか、一連
のプロセスのなかで、そこに長く住んでいる
という要所やそこに住み続けたいという思
い、土地に対する精神的なこだわりといった
生活環境の特質にかかわる点がどの程度ま
で顧慮されるのか。 
本研究では、こうした課題に対し、環境に

かかわる従来の社会理論における理論的、実
証的な諸研究がどのような答えを用意して
きたのか、各地での詳細なフィールドワーク
によって得られた知見を照射する。そのうえ
で、災害型環境リスクによる環境破壊の実態
が顕在化するなかで、震災からの復旧、復興
という「公共の正義」に対し、環境リスクの
配分に関わって争点化されるＮＩＭＢＹと
いう課題への社会的承認をいかに図るかを
問い、環境リスクの社会的受容に関わる意思
決定をめぐって阻害要因であるとされてき
たＮＩＭＢＹという態度や考え方に焦点を
あて、公共性と私権の関係とその折り合いの
つけ方、負担のあり方について世代間の視点
からいかに考慮すべきなのかを検討する。 
 
３．研究の方法 
ＮＩＭＢＹを主題とするような地域社会

における環境紛争をめぐっては、賛成・反対
それぞれを正当化／正統化する根拠はなに
かが問われなければならない。また現実的に
は、環境リスクの受容をめぐってさまざまな
場が設定され、さまざまな方法が試みられて
いるが、それらがうまくいくとすれば、それ
はどのようにして可能であったのか、またう
まくいかないとすればどのような理由から
か、地域固有の紛争場面の分析を通してあき
らかにしていく必要に迫られている。だから
こそ、その筋道や関与するアクターなど合意
にかかわる要因は多様であり、それぞれの地
域やそれぞれの場面において、いかに自己納
得し他者理解を促すことができるかが求め
られるだろう。 
本研究では、「リスク社会」の到来が告げ

られてから久しいが、全般化した環境リスク
の受容をめぐって、「迷惑」と「必要」の必
然性にいかに対処するのか。ノイズを排除し
徹底的に合理的なコミュニケーションをと
ったり、ローカルポリティクスのなかで住民
運動を動員し反対政治を組織したりするこ
とによって問題解決の突破口を見出すので



はなく、それぞれの地域における構造的な制
約条件をあきらかにすることにしたい。問題
を主体的に選択するということだけでは理
解することができない、はからずしも引き受
けてしまうような相互承認のあり方を問い
かける問題提起に他ならないと位置づけ、な
ぜそのような問いを引き受けることができ
ないのかを丹念なフィールドワークによっ
て明らかにする。 
 
４．研究成果 
事実上は有限であるが当面は無限とみな

し、因果関係をあきらかにすることができる
一定の範囲内で責任をとるような空間と、そ
のもとで想定される永劫の時間である過
去・現在・未来が因果関係につらぬかれ、一
直線に前進してゆくような時間とは、もはや
保証されるうるものではなくなっている。だ
からこそ、わたしたちは「サステイナビリテ
ィ」や「持続可能な開発」といった標語に市
民権をあたえ、大量生産、大量消費と大量廃
棄に彩られた社会経済システムの延命を図
ろうと試みる一方で、「必ずしも因果関係を
直接的に論証できないような関係」（時間的
制約）を「どこかで誰かが引き受けなければ
ならない」（空間的制約）ときに立ち現れる
アポリアを不可視で蓋然性の高い環境リス
クを科学の論理によって透明化し、間接的な
因果関係を啓蒙と矯正の論理によって直接
化するための技法を用意してきた。 
にもかかわらず、廃棄物処理をめぐっては、

環境をめぐる支配／抵抗をめぐってレジテ
ィマシー獲得競争が続けられるなかで、リス
クの受容に関する手続きが活性化しながら
も、それが結果にかかわる最終的な判断と十
分にリンクしていない。また、環境リスクへ
の認識の高まりとともに、わたしたちは、こ
れまで以上に不透明なリスクの配分にかか
わる問題に対し自分自身で納得のいく実践
を選択したいと考えるようになるだろう。一
方で、市民社会やコミュニティの活力を積極
的に統治に利用しようとする関心を惹き起
こしながら、他方では周辺化されつつある地
域に環境負財を再配分しようとする動きが
強化されつつあるなかでその必要性が再編
されようとしている。問題解決に向けた手続
きへの関心が上昇する傍らで、その結果に関
する認識が低下するような事態が進んでい
ることをあきらかにした。 
具体的には、以下の調査研究を通じ、リス

クの配分をめぐって、手続きにおいては「透
明」だが、結果において「間接的な因果関係
を引き受けざるをえない」誰か、あるいはど
こかを想定する点において「不透明」であり
ながら、生活世界の存在根拠を基点にこれを
承認するような「新たな連帯の形式」を可能
にする諸条件を提示した。 
 
(1)理論的支柱の形成 
環境社会学におけるリスク論の研究史を

整理しながら、その社会的受容をめぐる、よ
り汎用性の高い意思決定の論理がいかに通
文化的で一般的な社会分析の枠組みになる
のかを検討し、「補償」という概念に着目し
た。そして、環境リスクの社会的受容をめぐ
る合意形成において対立する「個」と「公」
の関係を「共」に開く「補償」のあり方につ
いて、豊富な議論の蓄積をもつ法学分野にお
ける諸研究や実践の成果を参照にしながら、
社会学的研究によっていかなる地平が開け
るのか。環境社会学研究における「補償論」
の組み立てについて課題を整理するための
検討をおこなった。 
 
(2)フィールドワーク等 
①石川県輪島市、長野県大町市等でのフィー
ルドワークをもとに、産廃処分場の立地とい
う典型的な環境リスクの受容をめぐって、み
ずからの立場や主張の正当性を「環境」とい
う課題に求めて競う社会紛争のメカニズム
を析出したうえで、わたしたちが依拠してき
た、ときに「便所のないマンション」とも揶
揄される社会・経済システムを支えてきた価
値観や生活世界の存在根拠、換言すれば、＜
大量生産－大量廃棄社会＞の内部の人びと
の日常意識と無限幻想を支えてきた社会構
造を生活世界の実相から問いなおした。 
 
②東日本大震災によって発生した震災がれ
きの広域処理をめぐって生じた社会的コン
フリクトと、福島第一原発事故によって生じ
た放射性廃棄物（指定廃棄物）の処理処分を
めぐる地域紛争を取り上げ、全体社会の側の
必要性が要請する「公共の正義」と個別社会
の側の「受容の論理」とが交差する状況を表
象するまなざしが社会的にいかに生成され
るのか、また、どのようなメカニズムによっ
て出来事が問題化され、それに向き合う地域
社会の意思や抗いがいかに客体化されるの
かを明らかにした。 
本研究では、震災がれきの広域処理をめぐ

っては神奈川県横須賀市において、また指定
廃棄物の処理処分をめぐっては栃木県塩谷
町を中心に宮城県加美町等でフィールドワ
ークを行い、多面的なコンフリクトの実相を
とらえ議論を展開した。 
 
(3)環境年表の作成 
2010 年に環境総合年表編集委員会編によ

り『環境総合年表－日本と世界』（すいれん
舎）が刊行されたが、そのなかに位置づけら
れた「廃棄物問題一般」の項目に接続できる
よう、震災がれきの広域処理および指定廃棄
物の処理処分に関連する政策や地域社会の
対応といった一連の出来事を環境年表にま
とめ、当該問題における課題を整理した。 
 
 (1)～(3)の主たる成果をふまえ、本研究で
は、環境リスクによる環境破壊の実態が顕在
化するなかで、その社会的受容をめぐって争



点化される私権と公益性の関係とその折り
合いのつけ方（負担のあり方）について、地
域間（空間的制約）と世代間（時間的制約）
の視点からいかに考慮すべきなのか。理論的
支柱を形成するための検討とフィールドワ
ークによって得られた知見との相互参照に
よって、「補償」という観点から検討する意
義と課題を明らかにした。それは、リスクの
配分と社会安全との共生の再構築をめぐる
問題に迫り、固有の地域、個人と全体社会と
の新たな承認と連帯の形式を社会学的「補償
論」の立場から提示するための礎を成すもの
である。 
 今後は、本研究において獲得した成果をも
とに「必ずしも因果関係を直接論証できない
ような関係」を「どこかで誰かが引き受けな
ければならない」時に現れるアポリアを直接
化するために用意してきた問題解決のため
の技法や概念を再帰化する試みを通して、
「公共の正義」と個別社会の側の受容の論理
を正統化する「ローカルな正義」とを接合す
る知（接合知）や制度のあり方について検討
を深めていきたい。 
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